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は
じ
め
に

　

嵯
峨
朝
（
大
同
四
年
～
弘
仁
一
四
年
〈
八
〇
九
年
～
二
三
年
〉）
の
国
家
・
天
皇
と
仏
教
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
、

前
代
の
光
仁
・
桓
武
朝
の
研
究
と
比
べ
て
少
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
そ
の
中
で
も
多
く
は
最
澄
と
天
台
宗
、
空
海
と

真
言
宗
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
は
、
僧
綱
統
制
仏
教
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
現
実
の
仏
教
界
の
課
題
克
服

の
た
め
に
有
能
な
人
材
登
用
が
図
ら
れ
た
こ
と
（
１
）、
薬
子
の
変
後
に
仏
教
政
策
は
桓
武
朝
と
同
方
向
に
な
っ
た
（
光
仁
・

桓
武
朝
の
仏
教
政
策
は
寺
院
・
僧
尼
統
制
と
浄
行
僧
育
成
（
２
））
こ
と
（
３
）、
平
安
京
の
仏
教
活
動
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ

た
こ
と
（
４
）
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

最
澄
・
空
海
お
よ
び
天
台
・
真
言
宗
と
の
関
係
以
外
で
も
、
歴
史
書
に
お
い
て
嵯
峨
朝
の
仏
教
関
係
の
記
事
（
５
）
で
目

嵯
峨
天
皇
と
浄
行
僧　
―
怨
霊
対
策
の
視
点
か
ら
―伊

藤　
翔
太

［
論
文
］

052



嵯峨天皇と浄行僧　―怨霊対策の視点から―

立
つ
事
柄
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

　

一
点
目
は
寺
院
へ
の
施
入
で
あ
る
。
秋
篠
寺
・
唐
招
提
寺
・
東
寺
と
西
寺
・
佐
為
寺
・
百
済
寺
・
粟
倉
寺
の
八
寺
が
施

入
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
意
義
が
推
測
で
き
る
事
例
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
秋
篠
寺
は
父
の
桓
武
天
皇
と
関
係
の
深
い
善

珠
が
開
基
の
寺
で
あ
り
、桓
武
の
五
七
日
の
斎
会
も
行
わ
れ
た（
６
）こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東
寺
・

西
寺
へ
の
施
入
は
、堀
裕
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
平
安
京
で
の
仏
事
の
確
立
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る 

（
７
）。
佐
為
・
百
済
・

粟
倉
の
三
寺
は
い
ず
れ
も
河
内
国
交
野
の
寺
で
あ
る
。
こ
の
交
野
の
地
で
桓
武
は
昊
天
祭
祀
を
行
っ
て
光
仁
天
皇
か
ら
始

ま
る
「
新
王
朝
」
の
開
始
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
が
、桓
武
の
路
線
を
継
承
し
た
嵯
峨
（
８
）
に
と
っ
て
も
重
要
な
場
で
あ
っ

た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

二
点
目
は
不
特
定
の
僧
尼
へ
の
施
物
で
あ
る
。
事
例
を
挙
げ
れ
ば
、
年
八
〇
以
上
の
十
三
大
寺
僧
尼
（
９
）・
七
大
寺
僧 

・
内
供
奉
十
禅
師　

・
故
慈
賢
の
弟
子
僧
ら　

・
高
年
の
諸
国
国
分
寺
僧
尼　

で
あ
る
。
七
大
寺
僧
へ
の
施
物
に
関
し
て
は
、

旱
魃
や
疫
病
に
対
す
る
読
経
に
報
い
る
行
為　

だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
の
事
例
の
意
義
は
す
ぐ
に
は
判
断
し
難
い
。

　

三
点
目
は
特
定
の
僧
へ
の
施
物
で
あ
る
。
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
玄
賓　

・
聴
福　

・
最
澄　

・
空
海　

で
あ
る
。

最
澄
と
空
海
に
も
施
物
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
小
林
崇
仁
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
玄
賓
に
は
大
同
四
年
か
ら
弘
仁
九
年

の
約
十
年
間
、
夏
冬
の
年
二
回
の
施
物
が
さ
れ
て
お
り
、
他
の
僧
は
一
回
の
み
で
、
特
に
玄
賓
に
対
す
る
嵯
峨
の
篤
い
尊

崇
が
伺
え
る　

。
な
お
小
林
氏
は
、
前
後
の
時
代
の
天
皇
（
聖
武
天
皇
か
ら
仁
明
天
皇
）
と
比
べ
、
嵯
峨
は
比
較
的
多
く

僧
尼
へ
の
施
物
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

一
点
目
・
二
点
目
に
関
し
て
は
、
詳
細
な
先
行
研
究
も
見
出
せ
て
お
ら
ず
精
査
が
必
要
だ
が
、
後
に
指
摘
す
る
と
お
り
、

三
点
目
で
挙
げ
た
僧
た
ち
の
共
通
点
と
し
て
、
当
時
の
為
政
者
に
と
っ
て
理
想
的
な
、
山
林
修
行
に
よ
っ
て
験
力
を
身
に

（
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着
け
た
智
行
具
足
の
浄
行
僧
で
あ
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
嵯
峨
は
彼
ら
の
優
れ
た
験
力
に
惹
か
れ
て
信
仰
心
を
抱
き
、

施
物
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
林
氏
は
、
玄
賓
の
生
涯
と
嵯
峨
天
皇
か
ら
僧
尼
へ
贈
ら
れ
た
施
物
内
容
の
分

析
を
行
っ
て
い
る
が
、
嵯
峨
が
そ
れ
ら
の
僧
尼
へ
信
仰
を
寄
せ
た
理
由
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
本

稿
で
は
嵯
峨
が
施
物
を
行
っ
た
浄
行
僧
に
注
目
し
、
彼
ら
に
対
す
る
信
仰
の
理
由
を
中
心
に
論
じ
て
み
た
い
。

　

一　

信
仰
の
要
因
―
怨
霊
と
の
関
係

　
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
と
お
り
、
本
郷
真
紹
氏
は
嵯
峨
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て
、
薬
子
の
変
以
降
に
父
の
桓
武
と
同

方
向
へ
向
か
っ
た
と
評
価
し
て
い
る　

。
山
林
修
行
に
よ
っ
て
験
力
を
身
に
着
け
た
浄
行
僧
が
、
光
仁
・
桓
武
朝
に
お
い

て
鎮
護
国
家
仏
教
の
担
い
手
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
嵯
峨
が
浄
行
僧
に
信
仰
を
寄
せ
る
の
は
前

代
か
ら
の
傾
向
と
し
て
も
理
解
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
、
嵯
峨
朝
の
事
例
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
い
く
つ
か
の
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
嵯
峨
は
積
極
的
に

怨
霊
の
慰
撫
に
努
め
て
お
り　

、
こ
の
点
も
浄
行
僧
へ
の
信
仰
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
。
結
論
的
な
こ
と
を

述
べ
れ
ば
、
嵯
峨
が
施
物
を
行
っ
た
僧
を
尊
崇
し
た
一
要
因
と
し
て
、
彼
ら
が
怨
霊
に
対
処
し
得
る
優
れ
た
験
力
を
備
え

て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
こ
れ
も
桓
武
が
早
良
親
王
の
怨
霊
を
恐
れ
て
種
々
の
対
処
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
前
代
か
ら
の
影

（
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嵯峨天皇と浄行僧　―怨霊対策の視点から―

響
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
嵯
峨
自
身
そ
の
治
世
に
、
怨
霊
の
所
為
と
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
出
来
事
が

多
か
っ
た
こ
と
が
史
料
上
確
認
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
旱
魃
・
疫
病
や
自
身
お
よ
び
平
城
上
皇
の
不
予
が
そ
の
出
来
事

で
あ
る
。
櫻
木
潤
氏
は
最
澄
と
空
海
が
天
皇
不
予
と
祈
雨
（
旱
害
）
を
契
機
と
し
て
、崇
道
天
皇
（
早
良
親
王
）・
伊
予
親
王
・

藤
原
吉
子
の
霊
を
対
象
に
慰
撫
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る　

。

　
「
怨
霊
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、
無
実
の
罪
を
着
せ
ら
れ
た
ま
ま
死
亡
す
る
な
ど
、
何
ら
か
の
怨
み
を
抱
い
て

死
ん
だ
者
の
霊
で
あ
り
、個
人
お
よ
び
社
会
広
域
に
祟
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
例
で
は
、桓
武
に
よ
っ

て
廃
太
子
と
さ
れ
た
早
良
親
王
の
怨
霊
が
、
桓
武
や
そ
の
周
辺
人
物
に
対
し
て
祟
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
貞
観
五

（
八
六
三
）
年
五
月
の
神
泉
苑
御
霊
会
で
は
、
後
述
の
と
お
り
怨
霊
が
疫
病
流
行
の
原
因
と
さ
れ
て
い
る
。

　

一
般
に
は
、
貴
族
社
会
に
お
け
る
政
治
的
事
件
が
増
加
す
る
平
安
時
代
初
期
以
降
に
、
怨
霊
信
仰
は
盛
ん
に
な
る
と
さ

れ
る
た
め
、
貞
観
五
年
の
神
泉
苑
御
霊
会
を
中
心
と
し
た
研
究
が
多
く
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う　

。
し
か
し
、
前
述
し

た
櫻
木
氏
の
研
究
の
よ
う
に
、
近
年
は
そ
れ
以
前
の
怨
霊
信
仰
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
た
も
の　

も
増
え
て
お
り
、
本
稿
も

基
本
的
に
は
そ
れ
ら
に
依
拠
し
て
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

二　

嵯
峨
朝
に
お
け
る
旱
魃
・
疫
病
と
そ
の
対
処

　

本
章
と
次
章
で
は
主
に
『
日
本
後
紀
』、『
日
本
紀
略
』（
以
下
『
後
紀
』、『
紀
略
』
と
略
す
）
を
利
用
し
て
歴
史
書
に
み
ら

（
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れ
る
記
事
を
中
心
に
と
り
あ
げ
、
嵯
峨
朝
に
お
い
て
旱
魃
と
疫
病
や
嵯
峨
自
身
お
よ
び
平
城
上
皇
の
不
予
の
原
因
と
し
て

怨
霊
が
考
え
ら
れ
た
と
い
え
る
の
か
検
討
す
る
。

　

嵯
峨
朝
の
怨
霊
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
櫻
木
潤
氏
が
平
城
天
皇
の
大
同
年
間
か
ら
淳
和
天
皇
の
天
長
年
間
ま
で
の

怨
霊
慰
撫
に
関
す
る
も
の
を
整
理
し
て
い
る
の
で
、
重
な
る
部
分
は
あ
る
が
、
本
稿
は
天
皇
の
側
に
主
眼
を
置
い
て
い
る

た
め
、
最
澄
・
空
海
の
怨
霊
慰
撫
を
中
心
に
論
じ
た
氏
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
整
理
を
し
て
み
た
い
。

①
旱
魃

　

嵯
峨
が
即
位
し
た
年
の
大
同
四
年
は
、前
年
か
ら
続
く
旱
魃
に
悩
ま
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。弘
仁
二
年
五
月
八
日
の
勅
に
、

「
諸
国
所
レ
進
春
米
庸
米
、
去
大
同
三
四
両
年
、
遭
レ
旱
得
レ
不
二
悉
進
一
」（『
後
紀
』）
と
大
同
三
・
四
年
に
旱
魃
が
あ
っ
た
こ

と
が
言
及
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
そ
の
大
同
三
年
の
五
月
二
一
日
に
、
祈
雨
の
た
め
黒
馬
を
丹
生
川
上
雨
師
神
に
奉
っ
て

い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る　

。
嵯
峨
が
即
位
し
た
の
は
大
同
四
年
四
月
一
日
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
降
も
、「
遣
下
二

使
於
吉
野

山
陵
一
、
掃
二
除
陵
内
一
幷
読
経
上
。
以
下
亢
旱
累
レ
旬
山
陵
為
上
レ
祟
也
」（『
紀
略
』
大
同
四
年
七
月
三
日
条
）、「
勅
。
頃
来
亢

旱
為
レ

灾
。
水
陸
焦
枯
。
若
非
二

禱
祈
一
。
何
済
二

斯
難
一

」（『
紀
略
』
大
同
四
年
七
月
一
七
日
条
）
な
ど
と
あ
り
、
前
年
に

引
き
続
き
旱
魃
に
悩
ま
さ
れ
、
そ
の
対
処
に
苦
心
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
先
に
示
し
た
大
同
四
年
七
月
三
日
の
吉
野
山
陵
（
井
上
内
親
王
陵
）
へ
の
遣
使
お
よ

び
陵
内
掃
除
・
読
経
の
記
事
で
あ
る
。
掃
除
・
読
経
の
理
由
を
、「
以
下

亢
旱
累
レ

旬
山
陵
為
上
レ

祟
也
」
と
し
て
お
り
、
旱

魃
の
原
因
を
山
陵
の
祟
り
と
し
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
嵯
峨
朝
の
怨
霊
関
係
の
記
事
と
し
て
諸
研
究
に
お
い

て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
本
稿
で
も
注
目
す
べ
き
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

井
上
内
親
王
（
七
一
七
～
七
五
年
）
は
宝
亀
元
（
七
七
〇
）
年
に
光
仁
天
皇
の
后
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、

（
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『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
同
三
年
の
三
月
二
日
に
光
仁
天
皇
に
対
し
て
「
巫
蠱
」
と
い
う
呪
詛
を
行
っ
た
罪
に
よ
り
廃
さ
れ
、

そ
の
影
響
で
子
の
他
戸
親
王
も
廃
太
子
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
同
四
年
一
〇
月
十
九
日
に
は
、
難
波
内
親
王
を
厭
魅
し
た
罪

で
親
王
と
と
も
に
大
和
国
宇
智
郡
の
没
官
宅
に
幽
閉
さ
れ
、
同
六
年
四
月
二
十
七
日
に
二
人
は
同
時
に
死
亡
し
た
。
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
廃
后
と
廃
太
子
や
二
人
の
死
亡
に
関
し
て
は
藤
原
百
川
ら
が
背
後
に
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、「
改
二

葬
井
上
内
親
王
一
。
其
墳
称
二

御
墓
一
、
置
二

守
冢
一
烟
一

」（『
続
日
本
紀
』
宝
亀
八
年
一
二
月
二
八
日
条
）

と
あ
る
の
で
、
改
葬
に
よ
る
名
誉
回
復
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
事
か
ら
は
、
死
後
早
い
段
階
で
井
上
内
親

王
は
怨
霊
と
な
り
う
る
最
期
を
迎
え
た
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る　

。
そ
の
後
『
紀
略
』

に
よ
れ
ば
、
延
暦
一
九
（
八
〇
〇
）
年
七
月
二
三
日
に
早
良
親
王
が
崇
道
天
皇
と
追
称
さ
れ
た
の
と
同
時
に
皇
后
が
追
称

さ
れ
た
。
怨
霊
と
し
て
桓
武
天
皇
を
悩
ま
せ
た
早
良
親
王
と
同
時
に
再
度
の
名
誉
回
復
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
光
仁
の

次
代
で
あ
る
桓
武
の
時
代
に
お
い
て
も
、
井
上
内
親
王
は
怨
霊
と
し
て
祟
り
得
る
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
井
上
内
親
王
の
霊
は
光
仁
・
桓
武
朝
を
通
じ
て
祟
り
を
起
こ
し
得
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
桓
武
の
子
で
あ
る
平
城
と
嵯
峨
の
時
代
に
お
い
て
も
井
上
内
親
王
に
対
し
て
同
様
の
認
識
が
続

い
て
お
り
、大
同
三
・
四
年
に
わ
た
る
深
刻
な
旱
魃
に
際
し
て
そ
の
怨
霊
の
祟
り
が
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
後
の
弘
仁
年
間
も
、
た
び
た
び
旱
魃
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
頃
年
之
間
、
水
旱
相
続
。

百
姓
農
業
損
害
不
レ

少
」（『
紀
略
』
弘
仁
九
年
三
月
一
九
日
条
）
や
「
炎
旱
淹
レ

旬
。
走
二

幣
群
神
一

」（『
紀
略
』
弘
仁
一
三

年
七
月
六
日
条
）
な
ど
、
数
年
も
し
く
は
数
か
月
に
お
よ
ぶ
旱
魃
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
祈
雨

（
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や
読
経
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

旱
魃
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
策
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
先
に
も
引
用
し

た
が
、『
紀
略
』
の
大
同
四
年
七
月
三
日
の
記
事
で
は
、
吉
野
山
陵
の
祟
り
が
旱
魃
の
原
因
と
さ
れ
て
読
経
が
行
わ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
の
七
月
一
七
日
に
は
、「
勅
。
頃
来
亢
旱
為
レ

灾
。
水
陸
焦
枯
。
若
非
二

禱
祈
一
。
何
済
二

斯
難
一

」

と
さ
れ
て
国
司
齋
戒
と
祈
雨
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
旱
魃
の
難
を
救
う
手
段
と
し
て
は
神
へ
の
祈
禱
が
重
要
視
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
み
え
る
。
実
際
、
平
安
時
代
初
頭
に
旱
魃
に
際
し
て
行
わ
れ
る
の
は
伊
勢
神
宮
や
丹
生
川
上
神
、
天
下
お
よ
び

畿
内
の
名
神
な
ど
に
対
す
る
祈
禱
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
弘
仁
年
間
後
半
以
降
に
な
る
と
仏
教
に
よ
る
対
応
が
増
え
は
じ
め
る
。
弘
仁
九
年
四
月
に
は
読
経
・

礼
仏
に
よ
る
祈
雨
、
天
皇
お
よ
び
公
卿
百
官
の
素
食
・
仏
門
帰
依
、
僧
綱
の
精
進
読
経
を
命
じ
る
詔
、
紫
宸
殿
で
の
『
仁

王
経
』（『
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
』）
の
講
義
な
ど
が
み
ら
れ
る　

。
同
一
〇
年
七
月
に
は
十
三
大
寺
・
大
和
国
定
額

寺
の
住
僧
に
三
日
間
の
『
大
般
若
経
』
転
読
が
命
じ
ら
れ　

、
同
一
一
年
六
月
に
は
諸
国
に
『
大
雲
経
』
転
読
が
命
じ
ら

れ
て
い
る　

。
そ
の
後
、
淳
和
朝
の
同
一
四
年
七
月
一
七
日
に
は
、
雨
師
神
に
奉
幣
し
た
が
降
雨
の
兆
候
が
な
い
と
し
て

読
経
と
殺
生
禁
断
が
さ
れ
て
お
り　

、
神
へ
の
祈
禱
の
効
果
が
み
ら
れ
な
い
と
し
て
、
仏
教
に
よ
る
対
応
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
嵯
峨
治
世
の
弘
仁
年
間
後
半
は
旱
魃
対
策
に
お
い
て
仏
教
の
重
要
性
が
高
ま
っ
た
時
期
だ
と
考

え
る
。

　

特
に
弘
仁
九
年
の
『
仁
王
経
』
の
講
義
と
翌
一
〇
年
の
『
大
般
若
経
』
の
転
読
は
、
旱
魃
と
怨
霊
と
の
関
係
に
お
い
て

注
目
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
般
若
系
経
典
は
御
霊
・
怨
霊
信
仰
と
の
関
係
が
深
い
経
典
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
早
い
例

で
は
、
延
暦
二
四
年
二
月
六
日
に
は
早
良
親
王
の
「
怨
魂
」
を
慰
め
る
た
め
に
『
大
般
若
経
』
が
読
ま
れ
て
い
る　

。
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嵯峨天皇と浄行僧　―怨霊対策の視点から―

　

民
間
に
お
け
る
『
大
般
若
経
』
の
受
容
を
論
じ
た
橘
恭
堂
氏
よ
れ
ば
、
人
々
は
『
大
般
若
経
』
を
悪
霊
災
害
を
「
空
ず

る
咒
力
の
あ
る
経
典
」
と
し
て
呪
物
崇
拝
的
に
受
容
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
受
容
は
、
平
安
時
代
の
貴
族
社
会

に
形
成
さ
れ
た
怨
霊
信
仰
を
基
調
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る　

。

　
「
般
若
」
と
は
、
仏
教
に
お
い
て
諸
法
の
道
理
を
見
抜
く
最
高
の
智
慧
を
指
す
。
そ
の
智
慧
の
完
成
は
「
般
若
波
羅
蜜
」

と
さ
れ
て
、「
空
」（
完
全
な
無
執
着
）
を
実
現
し
て
一
切
の
と
ら
わ
れ
を
離
れ
る　

。
般
若
系
経
典
に
よ
る
怨
霊
慰
撫
で
は
、

こ
の
よ
う
な
「
空
」
の
思
想
に
基
づ
い
て
執
着
を
離
れ
る
べ
き
こ
と
を
説
く
の
で
あ
ろ
う
。
八
重
樫
直
比
古
氏
は
、
災
害

や
疫
病
を
特
定
の
怨
霊
が
原
因
と
考
え
る
場
合
、
そ
れ
ら
に
空
や
無
相
の
理
を
悟
ら
せ
る
こ
と
で
、
離
苦
徳
楽
を
は
か
っ

て
除
災
除
病
を
実
現
す
る
と
い
う
論
理
が
、古
代
仏
教
に
お
い
て
は
一
般
的
で
あ
っ
た
と
し　

、特
に
般
若
系
経
典
に
依
っ

た
諸
仏
事
の
背
後
に
は
、
こ
う
し
た
悟
空
に
よ
る
除
災
と
い
う
論
理
が
存
在
し
た
と
み
て
い
る　

。
こ
れ
ら
に
基
づ
け
ば
、

旱
魃
に
際
し
て
般
若
系
の
経
典
が
読
ま
れ
る
場
合
、
そ
の
原
因
と
し
て
怨
霊
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
櫻
木
氏
は
弘
仁
三
～
四
年
頃
成
立
と
み
ら
れ
る
最
澄
著
の
「
三
部
長
講
会
式
」　
（
次
に
あ
げ
る
Ａ
～
Ｄ
史
料
の

総
称
）
の
な
か
に
、
早
良
親
王
や
伊
予
親
王
・
藤
原
吉
子
な
ど
の
「
結
怨
横
死
者
」
を
慰
撫
す
る
内
容
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る　

が
、
そ
の
「
三
部
長
講
会
式
」
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
が
あ
る
。

　
　

Ａ
『
長
講
法
華
経
先
分
願
文
』

為
二
我
日
本
国
一　

従
二
開
闢
一
以
来　

登
遐
諸
尊
霊　

幷
崇
道
天
王　

代
代
大
臣
等　

文
武
諸
百
官　

往
二
生
妙
浄
土
一　

早
成
二
無
上
果
一　

阿
弥
陀
仏

（
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Ｂ
『
長
講
法
華
経
後
分
願
文
』

願
崇
道
天
王　

吉
野
淡
路
等　

横
夭
皇
子
霊　

親
王
及
夫
人　

伯
伴
成
子
等　

一
切
中
夭
霊　

東
夷
諸
将

軍　

及
曹
諸
将
軍　

一
切
横
死
霊　

及
以
兇
奴
等　

結
怨
横
死
者　

西
戎
諸
将
軍　

及
曹
諸
将
軍　

一
切

横
死
霊　

及
以
隼
人
等　

結
怨
横
死
者　

松
浦
小
貳
霊　

九
国
横
死
者　

八
島
悪
鬼
神　

一
切
鬼
龍
等　

及
魑
魅
魍
魎　

永
離
二
業
道
患
一　

帰
二
依
法
華
経
一　

衛
二
護
日
本
国
一　

益
レ
国
利
二
人
民
一　

恒
修
二
薩
埵

行
一　

速
成
二
無
上
道
一

　
　

Ｃ
『
長
講
金
光
明
経
会
式
』

結
恨
横
死
古
今
霊　

乃
至
一
切
神
霊
等　

永
離
二

八
難
一

生
二

天
上
一　

隨
意
往
二

生
諸
仏
刹
一　

聴
二

聞
妙

法
一
悟
二
無
生
一　

得
レ
道
還
二
来
日
本
国
一　

昼
夜
守
護
恒
不
レ
離

　
　

Ｄ
『
長
講
仁
王
般
若
経
会
式
』

Ｃ
と
同
文
。

崇
道
天
皇
（
早
良
親
王
）
以
下
の
「
結
怨
横
死
者
」
が
往
生
す
る
こ
と
や
、「
業
道
」
の
患
い
を
離
れ
る
こ
と
が
祈
願
さ
れ

て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
怨
霊
が
「
業
道
」
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
苦
悩
し
て
い
る
た
め
に
起
こ
す
災
異
を
消
除
す
る
た
め
に
は
、
仏
教

に
よ
っ
て
怨
霊
を
慰
撫
し
て
救
済
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る　

。
そ
う
し
た
論
理
に
基
づ
い
て
、『
法
華

経
』、『
金
光
明
経
』、
般
若
系
経
典
で
あ
る
『
仁
王
経
』
の
長
講
に
お
い
て
、
怨
霊
の
救
済
が
願
わ
れ
て
い
る
。

　

実
際
に
最
澄
は
弘
仁
九
年
に
藤
原
冬
嗣
か
ら
要
請
さ
れ
、
四
月
二
六
日
か
ら
二
八
日
ま
で
三
部
長
講
を
行
っ
て
い
る
が
、

（
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こ
の
と
き
に
最
澄
が
作
っ
た
敬
白
に
、「
一
切
怨
恨
霊
、諦
聽
二
般
若
甚
深
法
一
。
五
蘊
皆
空
。
何
用
レ
恨
。
三
科
十
二
四
諦
空
。

以
無
所
得
無
礙
。
以
レ
怨
報
レ
怨
怨
不
レ
止
。
以
レ
徳
報
レ
怨
怨
即
尽
」（『
伝
述
一
心
戒
文
』）
と
あ
っ
て
、
怨
霊
に
空
の
思
想

を
説
い
て
救
済
す
る
論
理
が
述
べ
ら
れ
て
い
る　

。
早
良
親
王
へ
の
読
経
の
例
や
最
澄
の
願
文
・
敬
白
な
ど
か
ら
、
平
安

時
代
初
頭
に
は
、
空
の
思
想
を
説
く
般
若
系
経
典
が
怨
霊
へ
の
対
処
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

元
々
旱
魃
や
疫
病
な
ど
の
災
異
は
、
神
の
神
意
が
発
生
源
と
考
え
ら
れ
て
い
た　

。
奈
良
時
代
に
な
る
と
、
長
屋
王
、

藤
原
広
嗣
、
橘
奈
良
麻
呂
な
ど
の
怨
霊
が
意
識
さ
れ
は
じ
め
、
そ
れ
ら
の
怨
霊
は
政
治
的
事
件
の
当
事
者
の
み
で
は
な
く
、

社
会
に
も
害
を
与
え
得
る
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
っ
た　

。
さ
ら
に
光
仁
・
桓
武
・
平
城
朝
で
は
、
井
上
内
親
王
と
他
戸

親
王
、
早
良
親
王
、
藤
原
吉
子
と
伊
予
親
王
な
ど
怨
霊
と
な
り
得
る
人
物
の
候
補
も
増
え
、
そ
し
て
嵯
峨
の
治
世
に
な
る

と
頻
発
す
る
旱
魃
に
悩
ま
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
奈
良
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
初
頭
の
時
期
を
経
て
、
旱
魃
の
原
因
に
怨
霊
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
定
着

し
て
い
き
、
般
若
系
経
典
が
読
ま
た
の
だ
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
経
過
に
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
旱
魃
に
対
す
る
種
々
の
対
策
が
な
さ
れ
て
い
た
弘
仁
九
年　

の
翌
一
〇
年
三
月
に
、
藤
原
吉
子
・
伊
予

親
王
母
子
の
名
誉
回
復
が
さ
れ　

、同
年
七
月
に
先
に
挙
げ
た
『
大
般
若
経
』
転
読
が
「
頃
者
、炎
旱
積
レ
旬
。
甘
液
無
レ
施
」

と
し
て
、
二
年
連
続
で
の
深
刻
な
旱
魃
を
う
け
て
行
わ
れ
た
、
と
い
う
経
過
で
あ
る　

。
そ
の
後
、
嵯
峨
の
次
代
の
淳
和

朝
に
お
い
て
も
祈
雨
の
た
め
に
『
大
般
若
経
』
が
読
ま
れ
る
こ
と
が
散
見
さ
れ
る　

。

②
疫
病

　

次
に
疫
病
で
あ
る
が
、
弘
仁
年
間
初
頭
で
は
、「
勅
。
頃
者
疫
旱
並
行
。
生
民
未
レ
安
」
と
し
て
天
下
名
神
に
奉
幣
を
命

じ
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
（『
後
紀
』
弘
仁
三
年
七
月
一
日
条
）。
そ
の
後
に
も
「
大
同
以
来
、
疾
疫
間
発
。
諸
国
班
田
、
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零
畳
者
多
」（『
後
紀
』
弘
仁
五
年
七
月
二
四
日
条
）
と
あ
り
、
疫
病
は
大
同
年
間
よ
り
度
々
発
生　

し
て
お
り
、
旱
魃
も

並
行
し
て
発
生
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
疫
病
の
原
因
に
つ
い
て
、
先
の
旱
魃
を
吉
野
山
陵
の
祟
り
と
す
る

記
事
の
よ
う
に
、
明
確
に
怨
霊
に
よ
る
も
の
と
す
る
記
事
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
田
雄
司
氏
に
よ
れ
ば
、

早
良
親
王
の
怨
霊
に
対
す
る
対
応
が
み
ら
れ
る
延
暦
九
年
の
秋
冬
に
、
豌
豆
瘡
が
流
行
し
た
こ
と
に
対
し
て
民
衆
が
漢
神

を
祀
っ
て
い
る　

の
は
、
怨
霊
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
怨
霊
と
疫
病
が
次
第
に
結
び
つ
い
て

い
っ
た
と
す
る　

。
そ
れ
に
従
え
ば
、
旱
魃
よ
り
も
早
く
か
ら
疫
病
は
明
確
に
怨
霊
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
大

同
か
ら
弘
仁
年
間
に
お
け
る
疫
病
の
流
行
も
そ
の
原
因
と
し
て
怨
霊
の
祟
り
が
考
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

実
際
、
弘
仁
年
間
初
頭
に
は
、
空
海
や
最
澄
に
よ
る
怨
霊
慰
撫
も
さ
れ
て
い
た
。
高
木
訷
元
氏
は
、『
高
野
大
師
御
広

伝
』
に
み
ら
れ
る
弘
仁
二
年
一
〇
月
二
七
日
に
下
さ
れ
た
太
政
官
符
に
よ
っ
て
、
空
海
が
乙
訓
寺
に
移
住
し
そ
の
修
造
に

あ
た
っ
た
の
は
早
良
親
王
の
怨
霊
慰
撫
の
た
め
と
す
る　

。
ち
な
み
に
乙
訓
寺
は
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
に
際
し
、
早
良
親

王
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
寺
で
あ
る
。
最
澄
に
関
し
て
は
、
先
述
の
と
お
り
櫻
木
氏
が
「
三
部
長
講
会
式
」
の
な
か
に
「
結

怨
横
死
者
」
を
慰
撫
す
る
内
容
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
最
澄
の
怨
霊
慰
撫
に
つ
い
て
、
平
城
・
嵯
峨
朝
に
お
け
る
国
家

的
な
怨
霊
対
策
の
も
と
で
理
解
す
べ
き
と
し
て
い
る　

。

　

す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
、
櫻
木
氏
は
嵯
峨
・
淳
和
朝
の
最
澄
・
空
海
に
よ
る
怨
霊
慰
撫
の
契
機
と
し
て
、
天
皇
不
予

と
祈
雨
（
旱
害
）
を
あ
げ
る
が
、
大
同
年
間
よ
り
間
発
し
時
に
は
旱
魃
と
も
並
行
し
て
発
生
し
て
い
た
疫
病
に
関
し
て
も
、

弘
仁
年
間
初
頭
の
社
会
・
人
々
へ
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
た
め
、
怨
霊
慰
撫
の
契
機
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

（
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嵯峨天皇と浄行僧　―怨霊対策の視点から―

　

疫
病
へ
の
対
処
に
関
し
て
は
、
旱
魃
の
際
に
と
り
あ
げ
た
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
同
じ
く
般
若
系
経
典
に
よ
る
対
処
に

つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
怨
霊
慰
撫
の
国
家
的
行
事
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
貞
観
五
年
五
月
の
神
泉
苑
御
霊
会
で
は
、

二
十
日
壬
午
、
於
二
神
泉
苑
一
修
二
御
霊
会
一
。
勅
遣
二
左
近
衛
中
将
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
基
経
、
右
近
衛
権

中
将
従
四
位
下
兼
行
内
蔵
頭
藤
原
朝
臣
常
行
等
一

監
二

会
事
一
。
王
公
卿
士
赴
集
共
観
。
霊
座
六
前
設
二

施

几
筵
一
、
盛
二
陳
花
果
一
、
恭
敬
薫
修
。
延
二
律
師
慧
達
一
為
二
講
師
一
、
演
二
説
金
光
明
経
一
部
、
般
若
心
経

六
巻
一
。
命
二
雅
楽
寮
怜
人
一
作
レ
楽
以
二
帝
近
児
童
及
良
家
稚
子
一
為
二
舞
人
一
。
大
唐
高
麗
更
出
而
舞
。
雑

伎
散
楽
競
尽
二
其
能
一
。
此
日
宣
旨
、
開
二
苑
四
門
一
、
聴
二
都
邑
人
出
入
縦
観
一
。
所
謂
御
霊
者
、
崇
道
天
皇
、

伊
予
親
王
、
藤
原
夫
人
、
及
観
察
使
、
橘
逸
勢
、
文
屋
宮
田
麻
呂
等
是
也
。
並
坐
レ
事
被
レ
誅
。
冤
魂
成
レ
厲
。

近
代
以
来
、
疫
病
繁
発
、
死
亡
甚
衆
。
天
下
以
為
、
此
灾
御
霊
之
所
レ

生
也
。（
中
略
）
今
茲
春
初
、
咳
逆

成
レ
疫
、
百
姓
多
斃
。
朝
廷
為
祈
、
至
レ
是
乃
修
二
此
会
一
、
以
賽
二
宿
禱
一
也
（『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五

年
五
月
二
十
日
条
）。

と
し
て
、
当
時
の
疫
病
の
頻
発
が
怨
霊
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
神
泉
苑
に
お
い
て
芸
能
の
披
露
や
『
金
光
明

経
』
の
読
経
と
と
も
に
、『
般
若
心
経
』
が
怨
霊
の
慰
撫
の
た
め
に
読
ま
れ
て
い
る
。

　

疫
病
に
際
し
て
般
若
系
経
典
が
読
ま
れ
る
こ
と
は
、
早
い
例
で
は
平
城
朝
に
、「
勅
。
頃
者
疫
癘
方
熾
、
死
亡
稍
多
」
と

し
て
諸
大
寺
と
諸
国
へ
『
大
般
若
経
』
の
奉
読
を
命
じ
た
（『
紀
略
』
大
同
三
年
一
月
一
三
日
条
）
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

嵯
峨
朝
で
は
、
弘
仁
九
年
に
諸
国
で
『
金
剛
般
若
経
』
の
転
読　

が
さ
れ
、
説
話
で
は
あ
る
が
『
古
今
著
聞
集
』
二
に
も
、

（
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同
年
の
疫
病
流
行
に
際
し
て
嵯
峨
が
宸
筆
の
『
般
若
心
経
』
を
空
海
に
書
写
さ
せ
た
と
い
う
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
淳

和
朝
に
な
る
と
『
紀
略
』
天
長
元
年
四
月
二
八
日
条
に
、「
令
三

十
五
大
寺
幷
五
畿
七
道
諸
国
奉
二

読
大
般
若
経
一
。
防
二

疫

旱
一
也
」
と
全
国
的
に
奉
読
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
み
え
る
の
を
初
例
と
し
て
、
疫
病
に
対
し
て
消
除
・
予
防
の
た
め
に

し
ば
し
ば
読
ま
れ
て
い
る　

。
先
に
嵯
峨
朝
後
期
に
旱
魃
に
際
し
て
般
若
系
経
典
が
読
ま
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
確
認
し
、

そ
れ
は
原
因
と
し
て
怨
霊
が
意
識
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
桓
武
朝
か
ら
怨
霊
と
結
び
つ
い
て

い
た
疫
病
に
対
し
て
も
、
般
若
系
経
典
が
読
ま
れ
る
こ
と
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

三　

嵯
峨
天
皇
お
よ
び
平
城
上
皇
の
不
予

　

大
同
四
年
は
社
会
的
に
は
旱
魃
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
宮
廷
内
部
で
は
四
月
一
日
に
身
体
不
安
を

理
由
に
譲
位
し
た
嵯
峨
の
兄
平
城
上
皇
の
不
予
が
続
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
同
月
二
一
日
に
、

賜
二
書
玄
賓
法
師
一
曰
、太
上
天
皇
、寧
済
為
レ
心
、咸
凞
在
レ
慮
。
憂
二
勤
庶
績
一
、達
レ
旦
忘
レ
寝
。
旧
疾
相
仍
、

聖
体
不
予
。
遂
乃
褰
二
裳
黄
屋
一
、
脱
二
屣
紫
震
一
。
谷
二
神
玄
牝
一
、
託
二
懐
白
雲
一
。
疇
昔
愛
翫
。
平
生
近
幸
。

一
朝
一
夕
、
皆
為
二

俗
穢
一
。
仍
有
レ

詔
延
請
、
公
扶
レ

老
就
レ

輿
。
允
当
二

聖
望
一
。
朕
昔
即
レ

事
、
耽
二

賞

清
風
一
。
一
別
之
後
。
忽
焉
数
年
。
夢
中
無
レ
路
、
増
二
傾
欽
一
耳
。
託
二
此
因
縁
一
、
冀
得
二
再
見
一
。
公
廬
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山
栖
レ
心
、
襄
陽
晦
レ
跡
。
弗
レ
為
二
久
留
一
。
不
レ
可
二
煩
想
一
（『
類
聚
国
史
』
一
八
五
「
高
僧
」）。

と
い
う
親
書
を
贈
り
、
嵯
峨
は
世
俗
を
厭
い
都
か
ら
離
れ
て
暮
ら
す
高
僧
玄
賓
に
上
皇
の
看
病
の
た
め
の
上
京
を
依
頼
す

る
。
嵯
峨
は
玄
賓
に
対
し
て
再
見
を
願
っ
て
い
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
玄
賓
は
桓
武
に
も
屈
請
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
際

に
出
会
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
玄
賓
に
つ
い
て
は
次
章
で
再
び
と
り
あ
げ
る
が
、
本
章
に
関
わ
っ
て
注
目
す
べ
き

部
分
を
指
摘
し
た
い
。

　

玄
賓
は
弘
仁
九
年
九
月
に
八
〇
余
歳
で
遷
化
し
た
と
さ
れ
る
が
、
三
〇
代
の
頃
か
ら
伯
耆
国
の
山
に
入
山
す
る
な
ど
、

生
涯
に
お
い
て
五
〇
年
近
く
山
林
修
行
を
行
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る　

。
玄
賓
は
桓
武
か
ら
も
尊
崇
を
受
け
て
い
た
と
思

わ
れ
、
延
暦
二
四
年
三
月
二
三
日
に
「
遣
下
二
使
伯
耆
国
一
、
請
中
玄
賓
法
師
上
」（『
後
紀
』）
と
あ
り
屈
請
を
受
け
て
い
る
こ

と
が
み
え
る
。
そ
の
直
前
に
は
「
令
下
二

諸
国
国
分
寺
一
、
行
中

薬
師
悔
過
上
。
以
二

聖
体
未
一
レ

平
也
」（『
後
紀
』
延
暦
二
四

年
二
月
一
九
日
条
）
と
不
予
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
こ
の
年
は
一
月
、
二
月
、
四
月
、
九
月
に
早
良

親
王
の
霊
に
対
す
る
慰
撫
の
記
事
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
の
不
予
は
早
良
親
王
の
怨
霊
が
原
因
と
さ
れ
、

怨
霊
に
対
処
し
得
る
高
僧
と
し
て
玄
賓
が
屈
請
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
小
林
崇
仁
氏
も
『
後
紀
』
延
暦

二
四
年
三
月
二
三
日
条
は
、『
元
亨
釈
書
』
九
に
「
桓
武
帝
有
レ

病
。
遠
詔
二

山
中
一

乞
二

冥
助
一
。
至
化
難
レ

遁
。
乃
負
二

鉢

囊
一
而
入
レ
都
。
上
疾
愈
。
辞
帰
レ
山
」
と
あ
る
よ
う
な
玄
賓
に
よ
る
桓
武
の
病
の
平
癒
に
関
わ
る
も
の
と
み
て
い
る　

。

　

玄
賓
の
分
析
は
次
章
で
も
行
う
が
、
こ
こ
で
は
桓
武
が
早
良
親
王
怨
霊
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
際
に
看
病
の
た
め
屈
請
さ

れ
た
玄
賓
が
、
平
城
の
不
予
に
際
し
て
も
嵯
峨
に
よ
っ
て
上
京
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
こ
の
こ
と
は
、

平
城
の
不
予
の
原
因
に
怨
霊
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
平
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城
は
皇
太
子
時
代
に
病
と
な
っ
た
際
、
そ
の
原
因
に
早
良
親
王
の
怨
霊
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る　

た
め
、
こ

の
譲
位
後
の
不
予
の
原
因
と
し
て
怨
霊
が
想
定
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
早
良
親
王
の
祟
り
が
想
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は

高
い
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
嵯
峨
自
身
も
大
同
五
年
（
弘
仁
元
年
）
に
は
体
調
を
崩
し
て
い
た
よ
う
で
、
不
予
に
関
す
る
記
事
が
「
廃
朝
。

以
二
皇
帝
不
予
一
也
」（『
紀
略
』
弘
仁
元
年
一
月
一
日
条
）
と
年
初
か
ら
み
え
、
七
月
以
降
に
は
神
へ
の
祈
祷
や
仏
教
に
よ

る
嵯
峨
の
不
予
へ
の
対
応
と
み
ら
れ
る
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
弘
仁
元
年
の
七
月
以
降
の
不
予
へ
の
対
応
行
為
と
み
ら

れ
る
記
事
を
挙
げ
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

Ａ
「
遣
二
使
於
川
原
長
岡
両
寺
一
誦
経
。
聖
体
不
予
也
」（『
紀
略
』
七
月
一
三
日
条
）

Ｂ
「
遣
レ
使
鎮
二
祭
高
畠
陵
一
。
以
二
聖
体
不
予
山
陵
為
一
レ
也
」（『
紀
略
』
七
月
一
八
日
条
）

Ｃ
「
延
二
精
行
禅
師
一
。
侍
二
上
病
一
也
」（『
紀
略
』
七
月
二
〇
日
条
）

Ｄ
「
度
二
一
百
三
十
人
一
。
奉
二
為
崇
道
天
皇
一
一
百
人
、
為
二
伊
予
親
王
一
十
人
。
夫
人
藤
原
氏
二
十
人
」（『
紀

略
』
七
月
二
七
日
条
）

Ｅ
「
為
二
崇
道
天
皇
一
、
於
二
川
原
寺
一
奉
レ
写
二
法
華
経
一
部
一
」（『
紀
略
』
七
月
二
九
日
条
）

Ｆ
「
遣
下
二

右
大
弁
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
藤
嗣
一
。
奉
中

幣
於
伊
勢
大
神
宮
上
。
以
二

聖
躬
不
予
一

也
」（『
紀
略
』

七
月
三
〇
日
条
）

Ｇ
「
奉
二
幣
明
神
一
。
以
禱
二
上
病
一
也
」（『
紀
略
』
八
月
八
日
条
）

Ｈ
「
令
下
二
僧
一
百
五
十
人
一
、
於
二
太
政
官
一
、
限
二
七
个
日
一
、
行
中
薬
師
法
上
」（『
紀
略
』
八
月
一
一
日
条
）
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（
Ｉ
）「
遣
下
二
僧
七
口
一
読
中
経
於
吉
野
陵
上
」（『
後
紀
』
一
二
月
一
八
日
条
）

　

最
も
注
目
し
た
い
の
は
Ｄ
で
、
そ
こ
で
は
最
澄
の
「
三
部
長
講
会
式
」
や
先
述
の
神
泉
苑
御
霊
会
で
も
怨
霊
と
さ
れ
る

早
良
親
王
、
伊
予
親
王
、
藤
原
吉
子
の
た
め
に
度
者
が
奉
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
Ｄ
以
前
に
Ａ
で
は
川
原
寺
と
長
岡
寺
で

誦
経
が
さ
れ
て
お
り
、
川
原
寺
は
伊
予
親
王
と
藤
原
吉
子
が
幽
閉
さ
れ
自
殺
し
た
飛
鳥
の
寺
で
、
長
岡
寺
は
早
良
親
王
が

幽
閉
さ
れ
て
い
た
乙
訓
寺
を
指
す
と
み
ら
れ
て
い
る　

。
Ｅ
で
も
早
良
親
王
の
た
め
に
法
華
経
一
部
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
Ｉ
に
関
し
て
は
そ
の
前
後
に
不
予
に
関
す
る
記
事
は
み
ら
れ
ず
、
不
予
へ
の
対
応
が
集
中
し
て
い
る
七
・
八
月
か

ら
は
時
期
が
多
少
離
れ
て
い
る
た
め
、
括
弧
付
け
と
し
て
お
い
た
。

こ
れ
ら
の
史
料
、
特
に
Ａ
・
Ｄ
・
Ｅ
か
ら
、
嵯
峨
の
不
予
の
原
因
と
し
て
三
名
の
祟
り
が
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
平
城
の
不
予
の
原
因
に
お
い
て
も
怨
霊
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
嵯
峨
の
不
予

に
際
し
て
も
同
様
の
想
定
が
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

二
章
お
よ
び
三
章
の
検
討
か
ら
嵯
峨
朝
に
お
い
て
、
旱
魃
・
疫
病
と
嵯
峨
自
身
お
よ
び
平
城
上
皇
の
不
予
の
原
因
に
怨

霊
が
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
し
た
い
。

（
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四　

嵯
峨
が
施
物
し
た
浄
行
僧
に
つ
い
て

　

二
章
・
三
章
で
取
り
上
げ
た
旱
魃
・
疫
病
や
嵯
峨
お
よ
び
平
城
上
皇
の
不
予
に
関
す
る
記
事
は
と
も
に
嵯
峨
の
即
位
直

後
の
大
同
四
年
と
翌
弘
仁
元
年
に
多
く
、
嵯
峨
に
と
っ
て
自
身
の
治
世
の
始
ま
り
が
社
会
・
個
人
と
も
不
安
定
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
そ
の
後
の
災
異
や
災
害
に
対
処
す
る
姿
勢
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
姿
勢
の
一
つ
と
し

て
、
災
異
・
災
害
・
不
予
の
原
因
と
な
る
怨
霊
に
対
処
し
得
る
力
を
有
し
、
鎮
護
国
家
や
天
皇
護
持
に
関
わ
る
浄
行
僧
へ

の
信
仰
と
い
う
形
で
表
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
す
で
に
嵯
峨
天
皇
と
浄
行
僧
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
小
林

崇
仁
氏
の
研
究　

を
参
照
し
つ
つ
、
嵯
峨
が
施
物
を
行
っ
た
僧
侶
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
稿
で
は
、
施
物
を
行
っ
た
僧

に
対
し
て
嵯
峨
は
信
仰
を
寄
せ
て
い
た
と
み
て
、
彼
ら
が
怨
霊
に
対
処
し
得
る
僧
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
か
ど

う
か
検
討
し
た
い
。

①
玄
賓

　

玄
賓
（
？
～
八
一
八
年
）
は
前
章
で
確
認
し
た
と
お
り
、
長
年
に
わ
た
っ
て
山
林
修
行
を
行
っ
て
い
た
僧
で
あ
っ
た
が
、

元
々
は
、「
姓
弓
削
氏
、
内
州
人
。
禀
二
唯
識
興
福
寺
宣
教
一
」（『
元
亨
釈
書
』
九
）
と
あ
る
よ
う
に
、
法
相
宗
の
教
え
を
興

福
寺
の
宣
教
に
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

師
の
宣
教
に
つ
い
て
は
未
詳
な
部
分
が
多
い
が
、
八
世
紀
中
頃
の
僧
で
、
義
淵
（
？
～
七
二
八
年
）
か
ら
法
相
教
学
を

受
け
、
玄
昉
（
？
～
七
四
六
年
）
や
行
基
と
と
も
に
義
淵
の
七
上
足
と
さ
れ
た
僧
で
あ
る　

。
こ
の
系
譜
を
確
認
す
れ
ば
、

玄
賓
は
然
る
べ
き
法
相
教
学
を
受
け
て
い
た
僧
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
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玄
賓
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
代
表
的
な
法
相
宗
の
学
僧
に
は
、
善
珠
（
七
二
三
～
七
九
七
年
）
が
い
る
が
、
こ
の
善
珠
が
早

良
親
王
の
怨
霊
が
原
因
と
さ
れ
た
安
殿
親
王
（
平
城
天
皇
）
の
病
に
対
処
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。『
扶
桑
略
記
』
延
暦

一
六
年
一
月
一
六
日
条
に
、

興
福
寺
善
珠
任
二

僧
正
一
。
皇
太
子
病
悩
間
、
施
二

般
若
験
一
、
仍
被
二

抽
賞
一
。
去
延
暦
四
年
十
月
、
皇
太

子
早
良
親
王
将
レ

被
レ

廃
。
時
馳
二

使
諸
寺
一
、
令
レ

修
二

白
業
一
。
于
レ

時
諸
寺
拒
而
不
レ

納
。
後
乃
到
二

菅

原
寺
一
。
爰
興
福
寺
沙
門
善
珠
含
レ
悲
出
迎
。
灑
レ
涙
礼
仏
訖
之
後
、
遙
契
遙
言
、
前
世
残
業
今
来
成
レ
害
。

此
生
絶
レ

讎
、
更
勿
結
レ

怨
。
使
者
報
二

委
曲
一
。
親
王
憂
裡
為
レ

歎
云
、
自
披
二

忍
辱
之
衣
一
、
不
レ

怕
二

逆

鱗
之
怒
一
。
其
後
親
王
亡
霊
屢
悩
二
於
皇
太
子
一
。
善
珠
法
師
応
レ
請
。
乃
祈
請
云
、
親
王
出
レ
都
之
日
、
厚

蒙
ニ
遺
教
一
。
乞
用
二
少
僧
之
言
一
、
勿
レ
致
二
悩
乱
之
苦
一
。
即
転
二
読
般
若
一
、
説
二
無
相
之
理
。
此
言
未
レ
行
、

其
病
立
除
。
因
レ
茲
昇
進
、
遂
拝
二
僧
正
一
。
為
レ
人
致
レ
忠
、
自
得
二
其
位
一
也
。　

。

と
し
て
、
善
珠
が
般
若
経
を
転
読
し
て
法
相
宗
の
立
場
か
ら
「
無
相
之
理
」（
空
の
思
想
）
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
早
良

親
王
の
怨
霊
に
よ
る
病
悩
を
除
い
た
こ
と
が
み
ら
れ
る　

。
二
章
で
確
認
し
た
よ
う
な
般
若
系
経
典
に
よ
る
怨
霊
へ
の
対

処
が
み
ら
れ
る
の
だ
が
、こ
こ
で
は
玄
賓
も
善
珠
の
よ
う
に
、法
相
教
学
に
基
づ
く
「
無
相
之
理
」
を
説
き
得
た
僧
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

　

そ
こ
で
、
玄
賓
が
法
相
教
学
を
受
け
た
法
脈
に
注
目
す
る
。
師
の
宣
教
は
先
に
確
認
し
た
と
お
り
、
義
淵
の
七
上
足
と

も
さ
れ
、
然
る
べ
き
法
相
教
学
を
身
に
着
け
た
学
僧
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
宣
教
は
義
淵
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
義

（
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淵
の
弟
子
に
は
他
に
玄
昉
が
お
り
、
そ
の
玄
昉
の
弟
子
に
は
善
珠
が
い
る
。
つ
ま
り
、

と
い
う
法
脈
で
あ
る
。

　

善
珠
は
先
に
確
認
し
た
と
お
り
、
早
良
親
王
の
怨
霊
が
原
因
と
さ
れ
た
安
殿
親
王
の
病
を
治
め
て
い
た
。
し
か
し
、
桓

武
は
早
良
親
王
の
怨
霊
へ
の
対
応
が
散
見
さ
れ
る
延
暦
二
四
年
（
三
章
参
照
）
の
不
予
に
際
し
て
、
玄
賓
を
屈
請
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
安
殿
親
王
が
早
良
親
王
の
怨
霊
に
悩
ま
さ
れ
た
際
に
対
処
し
た
善
珠
は
延
暦
一
六
年
に
す
で

に
遷
化
し
て
お
り
、
そ
こ
で
善
珠
に
劣
ら
な
い
力
量
を
持
ち
、
同
じ
く
「
無
想
之
理
」
を
説
き
怨
霊
を
慰
め
る
こ
と
が
で

き
る
僧
と
し
て
、
桓
武
は
玄
賓
を
屈
請
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
桓
武
に
よ
る
屈
請
を
ふ
ま
え
て
、
前
章
で
確

認
し
た
よ
う
に
、
嵯
峨
も
平
城
の
不
予
に
際
し
て
上
京
を
願
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。

　

そ
の
後
、
嵯
峨
は
平
城
の
不
予
が
あ
っ
た
大
同
四
年
以
降
、
玄
賓
に
弘
仁
二
年
か
ら
同
九
年
ま
で
、
概
ね
夏
冬
の
年
二

回
の
ペ
ー
ス
で
施
物
を
行
っ
て
い
る
。
自
身
も
不
予
を
経
験
し
、
国
家
的
に
は
怨
霊
が
原
因
と
も
さ
れ
る
災
害
が
頻
発
す

る
な
か
で
、
玄
賓
へ
の
信
仰
を
寄
せ
続
け
た
の
だ
と
考
え
る
。

②
聴
福

　

聴
福（
生
没
年
未
詳
）に
関
す
る
史
料
は『
日
本
後
紀
』に
、Ａ
度
者
を
二
人
賜
っ
た
こ
と（
延
暦
二
四
年
二
月
一
五
日
条
）、

Ｂ
「
為
二
聖
躬
平
善
一
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
桓
武
天
皇
の
病
平
癒
の
た
め
に
紀
伊
国
伊
都
郡
に
三
重
塔
を
建
立
し
た
こ

義
淵
　
　
　
　
玄
昉
　
　
　
善
珠

　
　
　
　
　
　
宣
教
　
　
　
玄
賓
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と
（
延
暦
二
四
年
五
月
一
一
日
条
）、
Ｃ
嵯
峨
天
皇
よ
り
親
書
と
施
物
を
賜
っ
た
こ
と
（
弘
仁
二
年
一
一
月
二
一
日
条
）

の
三
つ
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。

　

小
林
氏
は
、
こ
れ
ら
の
事
績
は
い
ず
れ
も
玄
賓
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
同
時
代
の
同
タ
イ
プ
の
僧
で
あ
っ

た
と
み
て
い
る　

。
特
に
怨
霊
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
Ｂ
の
事
績
は
注
目
さ
れ
る
。
延
暦
二
四
年
は
す
で
に
指
摘
し
た
と

お
り
、
早
良
親
王
の
怨
霊
慰
撫
に
関
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
、
先
に
確
認
し
た
玄
賓
も
桓
武
の
病
平
癒
の
た
め
に
屈
請
さ

れ
て
い
た
。

　

Ｃ
に
関
し
て
は
、
親
書
の
内
容
か
ら
聴
福
の
特
質
が
伺
え
る
の
で
、
記
事
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

賜
二
聴
福
法
師
書
一
日
、煙
霞
憺
泊
、素
是
戦
勝
之
場
。
京
洛
囂
塵
。
誠
爲
二
染
衣
之
地
一
。
和
上
超
二
俗
雲
霄
一
、

味
二
道
巌
穴
一
。
慧
炬
有
レ
晃
。
戒
珠
無
レ
玷
。
国
之
元
老
、
人
之
師
範
。
披
二
薜
蘿
一
而
長
往
。
賞
二
風
月
一

以
忘
レ
帰
。
朕
嘉
二
尓
令
徳
一
、
夢
想
猶
存
。
謂
二
予
不
一
レ
信
、
有
レ
如
二
暾
日
一
。
今
故
行
李
知
聞
、
兼
附
二

送
綿
百
屯
布
卅
端
一
。
至
冝
レ
充
二
頭
陀
資
一
耳
。
時
寒
。
想
善
加
二
珍
衛
一
。

下
線
部
か
ら
は
、
世
俗
か
ら
離
れ
た
浄
行
僧
で
、
智
行
を
兼
ね
備
え
た
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
、
そ
の
徳
を
夢
に
ま
で

讃
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

親
書
か
ら
伺
え
る
特
質
、
Ｂ
の
事
績
、
玄
賓
と
の
共
通
性
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
怨
霊
に
対
処
し
得
る
僧
と
み
な
さ
れ
て

い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
嵯
峨
は
こ
の
よ
う
な
智
行
と
も
に
優
れ
る
聴
福
に
対
し
て
信
仰
を
寄
せ
て
、
親
書
と
施

物
を
賜
っ
た
の
だ
ろ
う
。
前
章
で
確
認
し
た
と
お
り
、
こ
の
前
年
の
弘
仁
元
年
は
平
城
上
皇
お
よ
び
嵯
峨
自
身
の
不
予
が
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相
つ
ぎ
、
前
々
年
の
大
同
四
年
は
そ
れ
以
前
か
ら
続
く
旱
魃
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
自
身
の
即
位
以
来
、
国
家
的
に
も
個

人
的
に
も
不
安
定
な
状
態
が
続
く
な
か
で
、
父
桓
武
が
怨
霊
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
際
に
も
功
績
の
あ
っ
た
聴
福
へ
の
信
仰

を
寄
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
最
澄
・
空
海

　

先
に
確
認
し
た
と
お
り
、
最
澄
（
七
六
七
～
八
二
二
）
は
「
三
部
長
講
会
式
」
や
弘
仁
九
年
の
長
講
会
で
怨
霊
の
救
済

を
願
い
、空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
は
乙
訓
寺
に
住
し
て
早
良
親
王
の
怨
霊
を
慰
撫
し
、伊
予
親
王
に
対
し
て
も
追
善
（
注

（
44
）
参
照
）
を
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
両
者
が
明
確
に
怨
霊
慰
撫
を
行
っ
て
い
た
僧
で
あ
る
こ
と
は
、諸
研
究
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

両
者
の
山
林
修
行
と
そ
の
後
の
事
績
に
関
し
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
最
澄
は
延
暦
四
（
七
八
五
）
年
七

月
に
比
叡
山
に
入
り
、
同
一
三
年
の
平
安
遷
都
後
も
同
山
で
の
修
行
を
継
続
し
て
、
同
二
一
年
に
は
入
唐
の
勅
許
を
得
て

海
を
渡
り
、
唐
に
お
い
て
天
台
法
門
を
中
心
に
修
学
し
た
。
空
海
は
延
暦
一
二
年
頃
、
山
林
修
行
を
開
始
し
た
と
さ
れ
、

室
戸
崎
や
大
滝
岳
な
ど
四
国
各
地
で
苦
行
に
励
み
、
同
二
三
年
に
留
学
生
と
し
て
唐
に
渡
り
、
長
安
で
恵
果
か
ら
真
言
密

教
の
正
統
を
受
け
継
ぐ
に
至
っ
た　

。
両
者
が
こ
の
よ
う
な
経
歴
を
経
て
、
嵯
峨
・
淳
和
朝
の
も
と
鎮
護
国
家
仏
教
を
志

向
し
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　

両
者
の
鎮
護
国
家
仏
教
は
山
林
修
行
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
最
澄
は
、「
夫
自
レ
非
二
忘
レ
飢
楽
レ
山
、
忍
レ

寒
住
レ
谷
、
一
十
二
年
、
精
進
之
力
、
数
年
九
旬
、
観
行
之
功
一
、
何
排
二
七
難
於
悪
世
一
、
亦
除
二
三
災
於
国
家
一
」（『
顕
戒

論
』
中
）
と
し
て
、
山
林
修
行
で
備
わ
る
力
と
功
に
よ
る
除
災
を
主
張
し
て
い
る　

。
空
海
は
、
弘
仁
七
年
六
月
十
九
日

に
「
上
奉
レ
為
二
国
家
一
下
為
二
諸
修
行
者
一
芟
二
夷
荒
藪
一
聊
建
二
立
修
禅
一
院
一
」（『
性
霊
集
』
九
）
と
し
て
、
国
家
と
そ
の
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鎮
護
を
担
う
修
行
者
の
た
め
に
高
野
山
を
賜
り
た
い
と
願
っ
て
い
る　

。
両
者
の
主
張
は
、
自
身
の
即
位
以
来
災
害
に
繰

り
返
し
見
舞
わ
れ
て
き
た
嵯
峨
の
信
仰
心
を
引
き
寄
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。

　

あ
え
て
信
仰
心
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
、
嵯
峨
の
最
澄
・
空
海
へ
の
目
線
は
、
貴
族
層
一
般
を
含
め
た
為
政
者
の
一

人
と
し
て
の
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
玄
賓
や
聴
福
の
親
書
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
一
個
人
と
し
て
も
信
仰
を
寄
せ
た
目
線
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
最
澄
・
空
海
と
も
玄
賓
・
聴
福
と
同
様
に
、
山
林
修
行
の
経
験
が
あ
り
、
怨
霊
に
対

処
し
得
る
力
を
有
す
る
僧
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
い
え
る
。

　

本
章
で
は
、
嵯
峨
は
施
物
を
行
っ
た
僧
へ
信
仰
を
寄
せ
て
い
た
と
み
て
、
そ
れ
ら
の
僧
は
浄
行
僧
で
あ
り
、
災
害
や
不

予
の
原
因
と
し
て
、
嵯
峨
の
治
世
を
悩
ま
せ
た
怨
霊
に
対
抗
し
得
る
僧
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し

た
僧
へ
の
信
仰
と
怨
霊
へ
の
対
処
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
嵯
峨
の
事
例
は
怨
霊
信
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た
院
政
期
の
貴
族

層
の
認
識
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。『
愚
管
抄
』
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
摂
関
期
に
ど
の
よ
う
に
怨
霊
の
祟
り
が
防

が
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

サ
レ
ド
モ
仏
法
ト
云
モ
ノ
ヽ
サ
カ
リ
ニ
テ
、
智
行
ノ
僧
ヲ
ホ
カ
レ
バ
、
カ
ヤ
ウ
ノ
事
ハ
タ
ヽ
レ
ド
モ
、
事

ノ
ホ
カ
ナ
ル
事
ヲ
バ
フ
セ
グ
メ
リ
。
マ
メ
ヤ
カ
ニ
底
ヨ
リ
タ
ウ
ト
キ
僧
ヲ
タ
ノ
ミ
テ
、
三
宝
ノ
益
ヲ
バ
ウ

ル
也
。
九
条
殿
ハ
慈
恵
大
師
、
御
堂
ハ
三
昧
和
尚
・
無
動
寺
座
主
、
宇
治
殿
ハ
滋
賀
僧
正
ナ
ド
、
カ
ヤ
ウ

ニ
キ
コ
ユ
メ
リ
（
巻
七
）。

と
し
て
、「
特
に
問
題
と
な
っ
た
も
の
以
外
」
と
は
す
る
が
、
心
の
底
か
ら
智
行
を
備
え
た
僧
に
帰
依
し
て
い
た
こ
と
を
挙

（
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げ
て
い
る
。
こ
の
認
識
は
、
本
章
で
み
た
嵯
峨
が
怨
霊
へ
の
対
策
と
し
て
仏
教
の
力
、
特
に
智
行
を
備
え
た
浄
行
僧
の
力

を
頼
っ
た
こ
と
と
重
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
嵯
峨
の
信
仰
は
怨
霊
信
仰
の
形
成
を
考
え
る
上
で
重
要
な
事
例
と
も
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
論
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
嵯
峨
は
多
く
僧
に
施
物
し
て
お
り
、
対
象
と
な
っ
た
名
の
知

ら
れ
る
僧
の
性
格
か
ら
、
山
林
修
行
に
よ
っ
て
験
力
を
身
に
着
け
た
浄
行
僧
へ
信
仰
を
寄
せ
て
い
た
と
考
え
た
。
信
仰
の

理
由
を
考
え
る
た
め
に
、
嵯
峨
の
治
世
を
辿
る
と
、
そ
の
初
期
か
ら
災
異
・
災
害
や
自
身
と
平
城
上
皇
の
不
予
が
続
く
こ

と
が
み
ら
れ
、そ
れ
ら
は
当
時
の
状
況
を
考
え
れ
ば
、怨
霊
が
原
因
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
種
々

の
災
害
を
引
き
起
こ
す
怨
霊
を
慰
撫
す
る
た
め
に
は
、
般
若
系
経
典
な
ど
仏
教
の
力
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、

嵯
峨
が
施
物
し
た
浄
行
僧
の
性
格
や
事
績
を
検
討
し
、
彼
ら
は
怨
霊
に
対
処
し
得
る
優
れ
た
験
力
を
有
す
る
僧
で
あ
っ
た

と
考
え
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
嵯
峨
が
浄
行
僧
へ
信
仰
を
寄
せ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
彼
ら
が
怨
霊
に
対
処
し
得

る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
平
安
時
代
初
期
に
は
、
怨
霊
は
個
人
を
害
す
る
の
み
な
ら
ず
、
社
会
の
安
寧
を

乱
す
災
異
・
災
害
の
原
因
と
も
み
な
さ
れ
て
い
た
。
鎮
護
国
家
の
た
め
と
い
う
点
で
も
、
怨
霊
へ
の
対
策
は
重
要
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。
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最
後
に
嵯
峨
朝
以
降
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
嵯
峨
は
弘
仁
一
四（
八
二
三
）年
四
月
に
譲
位
す
る
が
、

承
和
九
年
（
八
四
二
）
七
月
に
崩
ず
る
ま
で
、
淳
和
・
仁
明
と
二
代
の
天
皇
の
時
代
に
渡
っ
て
天
皇
家
の
家
長
と
し
て
強

い
権
威
を
持
ち
続
け
た
。『
続
日
本
後
紀
』
に
載
る
嵯
峨
の
遺
詔
に
は
、
自
身
の
遺
言
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
死
後
長
く
「
怨

鬼
」
と
な
る
と
し
て
、
遺
詔
の
遵
守
を
強
く
求
め
た
（
承
和
九
年
七
月
一
五
日
条
）。
そ
の
遺
詔
に
は
「
無
レ
信
二
卜
筮
一
」

と
し
て
、
災
害
・
災
異
を
不
徳
執
政
に
よ
る
天
の
譴
責
と
す
る
儒
教
的
立
場
を
と
り
、
災
害
・
災
異
を
占
い
に
よ
っ
て
神

霊
の
祟
り
と
す
る
理
念
に
対
し
て
批
判
を
遺
し
た
と
も
さ
れ
る　

。
こ
の
遺
詔
の
内
容
は
本
稿
の
立
場
か
ら
は
ど
の
よ
う

に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
章
で
確
認
し
た
と
お
り
、
最
澄
・
空
海
は
浄
行
僧
に
よ
る
鎮
護
国
家
仏
教
を
確
立
し
始
め
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら

は
弘
仁
一
三
（
八
二
二
）
年
・
承
和
二
（
八
二
九
）
年
に
そ
れ
ぞ
れ
世
を
去
る
。
そ
の
後
の
天
台
・
真
言
両
宗
に
お
い
て
、

前
者
に
関
し
て
は
嘉
承
三
（
八
五
〇
）
年
に
円
仁
の
主
張
に
よ
り
、
文
徳
天
皇
が
比
叡
山
総
持
院
で
熾
盛
光
法
を
修
す
る

こ
と
が
決
め
ら
れ
（『
慈
覚
大
師
伝
』）、
後
者
で
は
常
暁
が
請
来
し
た
大
元
帥
法
が
宇
治
の
法
琳
寺
で
承
和
七
（
八
四
〇
）

年
か
ら
修
さ
れ
始
め
（『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年
六
月
三
日
条
）、
仁
寿
元
（
八
五
一
）
年
に
は
治
部
省
で
も
修
さ
れ
始

め
る
（『
濫
觴
抄
』
下
）
こ
と
な
ど
が
み
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
護
国
修
法
の
確
立
を
目
指
す
動
き
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、祖
師
の
没
後
に
そ
れ
ら
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
天
長
年
間
（
八
二
四
～
三
四
年
）・
承
和
年
間
（
八
三
四
～
四
八
年
）・

嘉
祥
年
間
（
八
四
八
～
五
一
年
）
頃
は
、
両
宗
に
と
っ
て
（
危
機
の
時
代
で
あ
っ
た
と
は
言
い
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
）、

少
な
く
と
も
祖
師
の
始
め
た
鎮
護
国
家
仏
教
を
い
か
に
継
承
し
発
展
さ
せ
、
か
つ
ど
の
よ
う
に
定
着
さ
せ
る
か
が
課
題
で

あ
っ
た
時
期
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
澄
・
空
海
を
失
っ
た
こ
と
は
、
宗
内
の
み
な
ら
ず
当
時
の
天
皇
で
あ
る
嵯
峨
や
淳
和
に
と
っ
て
も
惜
し
む
べ
き
こ
と

（
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で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
特
に
嵯
峨
が
浄
行
僧
を
信
仰
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
玄
賓
、
聴
福
、
最
澄
、
そ
し
て
空
海

を
失
っ
た
今
、
依
る
べ
き
理
想
的
な
浄
行
僧
の
多
く
が
世
を
去
っ
た
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
霊
の
祟
り
が

あ
っ
て
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
対
処
し
難
い
な
ら
ば
祟
り
自
体
を
認
め
な
い
よ
う
に
し
、
徳
治
主
義
の
立
場
か
ら
対
処

す
る
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
先
の
「
無
レ
信
二
卜
筮
一
」
と
い
う
言
葉
を
含
む
遺
詔
に
は
こ
の
よ
う
な
意
図
が
含
ま
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
本
稿
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
在
位
中
の
弘
仁
年
間
に
お
い
て
は
、
嵯
峨
は
怨
霊
の
祟
り
を
意
識
し
そ
の
対
策
を
講

じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
時
代
初
期
の
嵯
峨
朝
に
怨
霊
対
策
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
怨
霊
信
仰
が
盛

ん
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
摂
関
期
・
院
政
期
の
怨
霊
信
仰
と
の
関
係
が
ま
ず
は
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
古
代
か
ら
中
世
に
か

け
て
、
貞
観
五
年
の
神
泉
苑
御
霊
会
、
天
神
信
仰
、
崇
徳
院
の
怨
霊
な
ど
、
怨
霊
信
仰
に
お
い
て
重
要
な
事
柄
は
多
く
存

在
す
る
。
本
稿
の
検
討
と
こ
れ
ら
の
関
係
性
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
い
と
う　

し
ょ
う
た
・
文
学
研
究
科
日
本
文
化
専
攻
博
士
課
程
二
年
）
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［
註
］

（
１
）
朝
枝
善
照
「
平
城
・
嵯
峨
朝
の
仏
教
政
策
」（
同
『
平
安
初
期
仏
教
史
研
究
』
所
収
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
〇
年
）。

（
２
）
井
上
光
貞
『
日
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）、
平
岡
定
海
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
仏
教
政
策
」（
同
編
『
論
集

日
本
仏
教
史
』
所
収
、
雄
山
閣
、
一
九
八
六
年
）、
速
水
侑
『
日
本
仏
教
史　

古
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）、
本
郷
真
紹
「
光
仁
・

桓
武
朝
の
国
家
と
仏
教
」（『
仏
教
史
学
研
究
』
三
四
―
一
、一
九
九
一
年
）
な
ど
。

（
３
）
本
郷
真
紹
「
律
令
国
家
仏
教
の
成
立
と
展
開
」（『
律
令
国
家
仏
教
の
研
究
』
所
収
、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
４
）
堀
裕
「
平
安
新
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
」（
大
津
透
ほ
か
編
『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史　

古
代
４
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）。

（
５
）
西
本
昌
弘
氏
は
、
弘
仁
年
間
の
史
料
に
つ
い
て
、
国
史
の
記
事
と
平
安
時
代
初
期
の
仏
教
関
係
史
料
を
合
わ
せ
て
整
理
し
、
仏
教
者

の
視
点
か
ら
嵯
峨
の
時
代
を
分
析
し
て
い
る
（「
空
海
関
係
史
料
か
ら
見
た
弘
仁
皇
帝
の
時
代
」〈
同
『
空
海
と
弘
仁
皇
帝
の
時
代
』
所
収
、

塙
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
）。

（
６
）『
後
紀
』
延
暦
二
五
年
四
月
二
二
日
条
。

（
７
）
前
掲
注
（
４
）
堀
裕
文
献
。

（
８
）
吉
川
真
司
『
聖
武
天
皇
と
仏
都
平
城
京
』
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
。

（
９
）『
後
紀
』
弘
仁
二
年
六
月
一
九
日
条
。

（
１０
）『
後
紀
』
弘
仁
三
年
一
二
月
二
日
条
、『
紀
略
』
弘
仁
八
年
一
〇
月
一
日
条
、同
弘
仁
九
年
一
〇
月
二
七
日
条
、『
類
聚
国
史
』
一
八
六
「
施

物
僧
」
弘
仁
一
一
年
一
〇
月
一
〇
日
条
。

（
１１
）『
後
紀
』
弘
仁
三
年
一
二
月
二
日
条
、『
類
聚
国
史
』
一
八
六
「
施
物
僧
」
弘
仁
一
一
年
一
〇
月
一
〇
日
条
。

（
１２
）『
類
聚
国
史
』
一
八
六
「
施
物
僧
」
弘
仁
四
年
一
一
月
二
八
日
条
。

（
１３
）『
後
紀
』
弘
仁
五
年
九
月
一
一
日
条
。

（
１４
）
例
え
ば
弘
仁
九
年
四
月
二
二
日
に
、
祈
雨
の
た
め
に
諸
大
寺
・
畿
内
諸
寺
・
禅
場
で
礼
仏
転
読
さ
せ
、
同
年
一
〇
月
二
七
日
に
七
大

寺
僧
に
綿
が
施
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
（
い
ず
れ
も
『
紀
略
』）。

（
１5
）『
後
紀
』
弘
仁
二
年
五
月
一
六
日
条
（
書
、
法
具
一
具
）、
同
一
一
月
一
三
日
条
（
書
、
綿
百
屯
、
布
三
十
端
）、
同
弘
仁
三
年
五
月

二
〇
日
条
（
法
服
、
布
三
十
端
）、
同
一
二
月
四
日
条
（
書
、
綿
布
等
物
）、
同
弘
仁
四
年
五
月
一
七
日
条
（
書
、
布
）、『
紀
略
』
弘
仁
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五
年
五
月
二
三
日
条
（
御
製
詩
、
物
三
十
端
）、『
類
聚
国
史
』
一
八
六
「
施
物
僧
」
弘
仁
七
年
五
月
五
日
条
（
書
、
白
布
三
十
端
）、
同

一
〇
月
一
二
日
条
（
綿
百
屯
）、
同
弘
仁
八
年
一
〇
月
九
日
条
（
綿
一
百
屯
）。

（
１６
）『
後
紀
』
弘
仁
二
年
一
一
月
二
一
日
条
（
書
、
綿
百
屯
、
布
三
十
端
）。

（
１7
）『
紀
略
』
弘
仁
五
年
六
月
一
九
日
条
（
近
江
国
稲
四
百
束
）。

（
１８
）『
類
聚
国
史
』
一
八
六
「
施
物
僧
」
弘
仁
一
二
年
七
月
二
三
日
条
（
新
銭
二
万
）。

（
１9
）
小
林
崇
仁
「
玄
賓
―
嵯
峨
天
皇
か
ら
の
殊
遇
―
」（
同
『
日
本
古
代
の
仏
教
者
と
山
林
修
行
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
一
年
、
初

出
二
〇
〇
五
年
）。

（
２０
）
兄
の
平
城
天
皇
は
南
都
の
仏
教
勢
力
に
対
し
て
は
そ
の
意
向
を
尊
重
す
る
な
ど
、
そ
の
仏
教
政
策
は
奈
良
時
代
を
思
わ
せ
る
「
復
古

的
な
性
格
」
を
有
し
て
い
た
が
、
嵯
峨
朝
の
弘
仁
三
年
六
月
二
三
日
に
、
平
城
朝
の
大
同
元
年
一
〇
月
五
日
の
太
政
官
符
以
来
、
所
司

が
僧
尼
内
の
律
教
の
規
定
に
任
せ
て
僧
尼
の
罪
を
推
勘
し
て
い
な
い
た
め
、
再
び
僧
尼
の
罪
は
僧
尼
令
に
よ
っ
て
勘
ず
る
こ
と
と
さ
れ

た
（「『
類
聚
三
代
格
』
三
「
僧
尼
禁
忌
事
」
弘
仁
三
年
七
月
一
〇
日
付
太
政
官
符
）
こ
と
か
ら
、仏
教
政
策
は
旧
に
復
さ
れ
た
と
す
る
（
前

掲
注
（
３
）
本
郷
真
紹
「
律
令
国
家
仏
教
の
成
立
と
展
開
」）。

（
２１
）
櫻
木
潤
「
最
澄
撰
「
三
部
長
講
会
式
」
に
み
え
る
御
霊
」（『
史
泉
』
九
六
、二
〇
〇
二
年
）、
同
「
嵯
峨
・
淳
和
朝
の
「
御
霊
」
慰
撫
」

（『
仏
教
史
学
研
究
』
四
七
―
二
、二
〇
〇
五
年
）、
西
本
昌
弘
『
早
良
親
王
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）。

（
２２
）
前
掲
注
（
２１
）
櫻
木
潤
「
嵯
峨
・
淳
和
朝
の
「
御
霊
」
慰
撫
」。

（
２３
）
高
取
正
男
「
御
霊
会
の
成
立
と
初
期
平
安
京
の
住
民
」（『
京
都
大
学
読
史
会
五
十
年
記
念
国
史
論
集
』
京
都
大
学
読
史
会
、

一
九
五
九
年
）、
菊
池
京
子
「
御
霊
信
仰
の
成
立
と
展
開
―
信
仰
の
支
持
階
層
を
中
心
と
し
て
―
」（『
史
窓
』
一
七
・
一
八
合
併
号
、

一
九
六
〇
年
）、
井
上
満
郎
「
御
霊
信
仰
の
成
立
と
展
開
―
平
安
都
市
神
へ
の
視
覚
―
」（『
奈
良
大
学
紀
要
』
五
、一
九
七
六
年
）（
い
ず
れ

も
柴
田
實
編
『
御
霊
信
仰
』
所
収
、
雄
山
閣
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
。

（
２４
）
前
掲
注
（
２１
）
櫻
木
潤
、
西
本
昌
弘
文
献
の
他
、
山
下
克
明
「
災
害
・
怪
異
と
天
皇
」（
網
野
善
彦
ほ
か
編
『
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
身
体
』

所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、
山
田
雄
司
『
跋
扈
す
る
怨
霊
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

（
２5
）『
後
紀
』
大
同
三
年
五
月
二
一
日
条
。

（
２６
）
前
掲
注
（
２４
）
山
田
雄
司
文
献
。
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（
２7
）「
令
下
二
諸
大
寺
及
畿
内
諸
寺
山
林
禅
場
等
一
転
経
礼
仏
上
。
祈
レ
雨
也
」（『
紀
略
』
弘
仁
九
年
四
月
二
二
条
）、「
又
詔
。
比
者
陰
陽
愆
レ
候
。

炎
旱
淹
レ
旬
。
云
々
。
起
レ
自
二
今
月
二
十
六
日
一
、
迄
二
于
二
十
八
日
一
、
惣
三
个
日
、
朕
及
公
卿
百
官
、
一
皆
素
食
、
帰
二
心
覚
門
一
。
凡

厥
僧
綱
、
精
進
転
経
、
以
副
二
素
懐
一
」（『
紀
略
』
弘
仁
九
年
四
月
二
三
日
条
）、「
於
二
前
殿
一
講
二
仁
王
経
一
。
縁
二
旱
灾
一
也
」（『
紀
略
』
弘

仁
九
年
四
月
二
七
日
条
）。

（
２８
）「
詔
曰
。
頃
者
、
炎
旱
積
レ
旬
、
甘
液
無
レ
施
。
云
々
。
宜
レ
令
下
二
十
三
大
寺
幷
大
和
国
定
額
諸
寺
常
住
僧
一
、
各
於
二
当
寺
一
三
个
日
転

中
読
大
般
若
経
上
。
以
祈
二
甘
雨
也
一
」（『
紀
略
』
弘
仁
一
〇
年
七
月
一
八
日
条
）。

（
２9
）「
令
下
二
諸
国
一
転
中
―
読
大
雲
経
上
。
為
レ
救
レ
旱
也
」（『
紀
略
』
弘
仁
一
一
年
六
月
二
七
日
条
）。

（
３０
）「
奉
二
幣
雨
師
神
一
、
祈
レ

雨
。
未
レ

有
二
微
応
一
。
仍
域
内
設
二
法
莚
一
、一
七
箇
日
読
レ

経
、
禁
二
殺
生
一
也
」（『
紀
略
』
弘
仁
一
四
年
七
月

一
七
日
条
）。

（
３１
）「
令
下
二
僧
一
百
五
十
人
一
、
於
二
宮
中
及
春
宮
坊
等
一
、
読
中
大
般
若
経
上
。
造
二
一
小
倉
於
霊
安
寺
一
、
納
二
稲
三
十
束
一
。
又
別
収
二
調
綿

百
五
十
斤
。
庸
綿
百
五
十
斤
一
。
慰
二
神
霊
之
怨
魂
一
也
」（『
後
紀
』
延
暦
二
四
年
二
月
六
日
条
）。

（
３２
）
橘
恭
堂
「
わ
が
国
に
お
け
る
怨
霊
信
仰
と
『
大
般
若
経
』
の
関
係
に
つ
い
て
―
民
間
仏
教
史
と
し
て
の
一
考
察
―
」（
柴
田
實
編
『
御

霊
信
仰
』
所
収
、
雄
山
閣
、
一
九
八
四
年
、
初
出
一
九
六
三
年
）。

（
３３
）
中
村
元
ほ
か
編
『
岩
波
仏
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）「
般
若
波
羅
密
」
の
項
。

（
３４
）
八
重
樫
直
比
古
「
空
と
勝
義
の
孝
―
古
代
仏
教
に
お
け
る
怨
霊
救
済
の
論
理
―
」（
石
田
一
良
編
『
日
本
精
神
史
』
所
収
、ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
八
八
年
）。

（
３5
）
鶴
岡
静
雄
「
古
代
に
お
け
る
大
般
若
経
へ
の
依
拠
」（
同
『
古
代
仏
教
史
研
究
』
所
収
、
文
雅
堂
銀
行
研
究
社
、
一
九
六
五
年
）。

（
３６
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
七
四
、
続
諸
宗
部
五
に
所
収
。

（
３7
）
前
掲
注
（
２１
）
櫻
木
潤
「
嵯
峨
・
淳
和
朝
の
「
御
霊
」
慰
撫
」。

（
３８
）
田
村
園
澄
「
神
宮
寺
と
神
前
読
経
と
物
の
怪
」（
同
『
日
本
仏
教
史　

奈
良
・
平
安
時
代
』
所
収
、
一
九
八
三
年
、
初
出
一
九
六
九
年
）、

前
掲
注
（
１9
）
西
本
文
献
。

（
３9
）
前
掲
注
（
２１
）
西
本
昌
弘
文
献
。

（
４０
）
小
林
宣
彦
「
律
令
国
家
祭
祀
の
構
造
」（
同
『
律
令
国
家
の
祭
祀
と
災
異
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）。
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（
４１
）
前
掲
注
（
２４
）
山
田
雄
司
文
献
。

（
４２
）「
遣
二
使
京
畿
一
祈
レ

雨
」（『
紀
略
』
弘
仁
九
年
四
月
一
日
条
）、「
大
和
国
吉
野
郡
雨
師
神
奉
レ

授
二
従
五
位
下
一
。
以
祈
レ

雨
也
」（『
紀
略
』

弘
仁
九
年
四
月
二
四
日
条
）、「
遣
二
使
山
城
貴
布
禰
神
社
。
大
和
国
室
生
山
上
龍
穴
等
処
一
。
祈
レ

雨
也
」（『
紀
略
』
弘
仁
九
年
七
月
一
四

日
条
）。

（
４３
）「
詔
。
朕
有
レ
所
レ
思
。
宜
レ
復
二
故
皇
子
伊
予
、
夫
人
藤
原
吉
子
等
本
位
号
一
」（『
紀
略
』
弘
仁
一
〇
年
三
月
二
一
日
条
）。

（
４４
）
櫻
木
潤
氏
も
、
空
海
の
『
性
霊
集
』
に
収
め
ら
れ
た
嵯
峨
に
よ
る
伊
予
親
王
・
藤
原
吉
子
の
追
善
願
文
で
あ
る
「
東
太
上
為
二
故
中

務
卿
親
王
一
造
二
刻
檀
像
一
願
文
」
の
成
立
を
、
親
王
母
子
が
本
位
号
に
復
さ
れ
た
弘
仁
一
〇
年
三
月
以
降
の
成
立
と
み
て
、
追
善
の
契

機
を
祈
雨
（
旱
害
）
と
し
て
い
る
（
前
掲
注
（
２１
）「
嵯
峨
・
淳
和
朝
の
「
御
霊
」
慰
撫
」）。

（
４5
）「
令
三
十
五
大
寺
幷
五
畿
七
道
諸
国
奉
二
読
大
般
若
経
一
。
防
二
疫
旱
一
也
」（『
紀
略
』
天
長
元
年
一
月
二
八
日
条
）、「
遣
下
二
使
畿
内
七
道
諸

国
一
走
レ
幣
祈
上
レ
雨
。
屈
二
一
百
僧
於
大
極
殿
一
転
二
読
大
般
若
経
一
三
个
日
」（『
紀
略
』
天
長
四
年
五
月
二
一
日
条
）、「
請
二
僧
百
口
沙
弥
百

口
於
大
極
殿
一
、
奉
二
読
大
般
若
経
一
。
三
个
日
。
以
祈
二
甘
雨
一
也
」（『
紀
略
』
天
長
六
年
二
月
二
八
日
条
）、「
請
二
百
僧
於
八
省
院
一
読
二
大

般
若
経
一
。
祈
レ
雨
也
」（『
紀
略
』
天
長
九
年
五
月
一
七
日
条
）。

（
４６
）『
紀
略
』
に
よ
れ
ば
大
同
三
年
に
は
、
遣
使
し
て
京
中
の
骼
胔
の
埋
葬
当
っ
て
い
る
こ
と
や
諸
大
寺
・
諸
国
に
対
す
る
大
般
若
経
奉
読

の
命
（
一
月
一
三
日
条
）、疫
病
流
行
に
よ
る
名
神
へ
の
祈
祷
（
二
月
二
四
日
条
）、『
仁
王
経
』
の
講
説
（
三
月
一
日
条
）
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

（
４7
）
延
暦
一
〇
年
九
月
一
六
日
に
「
断
三
伊
勢
、尾
張
、近
江
、美
濃
、若
狭
、越
前
、紀
伊
等
国
百
姓
、殺
レ
牛
用
祭
二
漢
神
一
」（『
続
日
本
紀
』）

と
し
て
漢
神
を
祀
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。

（
４８
）
前
掲
注
（
２２
）
山
田
雄
司
文
献
。

（
４9
）
高
木
訷
元
『
空
海
―
生
涯
と
そ
の
周
辺
―
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
。

（
5０
）
前
掲
注
（
１9
）
櫻
木
潤
「
最
澄
撰
「
三
部
長
講
会
式
」
に
み
え
る
御
霊
」。

（
5１
）「
詔
曰
、…
時
行
告
レ
咎
。
昔
天
平
年
、亦
有
二
斯
変
一
。
因
以
疫
癘
、宇
内
凋
傷
。
…
窃
惟
、仏
旨
冲
奥
、大
悲
為
先
。
理
無
二
微
而
不
一
レ
矜
、

義
無
二
遠
而
不
一
レ
済
。
又
祓
二
除
疾
病
。
抑
有
前
典
。
冝
レ
令
下
二
天
下
諸
国
一
設
レ
斎
屈
上
レ
僧
、
於
二
金
光
明
寺
一
、
転
二
読
金
剛
般
若
波
羅

蜜
経
一
五
日
。
兼
遣
二
修
禊
法
一
」（『
類
聚
国
史
』 

一
一
「
祈
禱
上
」
弘
仁
九
年
九
月
一
〇
日
条
）。

（
5２
）『
紀
略
』
天
長
三
年
六
月
六
日
条
、
同
七
年
四
月
二
六
日
条
・
五
月
六
日
条
、
同
八
年
三
月
二
五
日
条
。
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（
5３
）
前
掲
注
（
１9
）
小
林
崇
仁
文
献
。

（
5４
）
同
右
。

（
55
）「
皇
太
子
久
病
。
卜
之
、
崇
道
天
皇
為
レ
祟
」（『
紀
略
』
延
暦
一
一
年
六
月
一
〇
日
）。

（
5６
）
西
本
昌
弘
「
川
原
寺
の
古
代
史
と
伽
藍
・
仏
像
―
筑
紫
観
世
音
寺
と
の
比
較
を
通
し
て
―
」（
同
『
飛
鳥
・
藤
原
と
古
代
王
権
』
所
収
、

同
成
社
、
二
〇
一
四
年
）。

（
57
）
前
掲
注
（
１9
）
小
林
崇
仁
文
献
。

（
5８
）
坂
本
太
郎
・
平
野
邦
雄
監
修
『
日
本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）「
宣
教
」
の
項
。

（
59
）
前
掲
注
（
１9
）
西
本
昌
弘
文
献
。

（
６０
）
小
林
崇
仁
「
聴
福
―
玄
賓
と
の
類
似
性
―
」（
前
掲
注
（
１9
）
小
林
崇
仁
文
献
所
収
）。

（
６１
）
大
久
保
良
峻
『
最
澄
・
空
海
の
改
革
』（
末
木
文
美
士
編
『
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
１１　

日
本
仏
教
の
礎
』
所
収
、佼
成
出
版
社
、二
〇
一
〇
年
）。

（
６２
）
朝
枝
善
照
「
最
澄
の
時
代
観
と
顕
戒
論
」（
前
掲
注
（
１
）
朝
枝
善
照
文
献
所
収
）、
前
掲
注
（
２
）
速
水
侑
文
献
。

（
６３
）
前
掲
注
（
２
）
速
水
侑
文
献
。

（
６４
）
前
掲
注
（
２２
）
山
下
克
明
文
献
。
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